
公共交通再編に向けての取組について

企画政策課

１ 長期的なタクシー事業継続に対する要請について

(１) 趣旨

町内タクシー事業者からは、コロナ禍による影響もあり、町内での営業について厳し

い経営状況にあること、また、他地区では営業所の閉鎖が進んでいることの報告を受け

ている。

タクシー事業は、透析患者や障がいをお持ちの方、交通空白地に居住する方にとって

は、通院や日常生活の移動を行うために必要な移動手段であり、町の交通計画にとって

も不可欠な公共交通の一つと考えている。

このため、タクシー事業者に対して長期的なタクシー事業継続に向けて次のとおり要

請を行った。

(２) 要請の内容

ア 引き続き町内での長期的なタクシー事業継続に向けて協力いただくこと。

イ 現在のタクシー事業者による事業継続が困難な場合は、営業譲渡など様々な視点

からタクシー運行継続に向けて検討いただくこと。

(３) 事業者からの回答

長期的なタクシー事業継続のため、社内での検討を進める。

２ 琴浦町社会福祉協議会からマイクロバス車両の寄附について

町営バス車両の老朽化に伴い、町社会福祉協議会より車両を寄附いただいたもの。

(１) 寄附車両

ア トヨタコースター 29 人乗り 4,000cc

イ 初年度登録 平成 28 年８月

ウ 受領日 令和３年３月４日

(２) 用途

・令和３年度より町営バス車両として活用

(福永線を予定)

・交通再編後は、予備車両として利用


